
(その 1)

(ふ  り が な)

l政 治 団 体 の 名

収 支 報 告 書

こがゆういちろうこうえんかい

称 古賀友一郎後援会

令和5年 分

開催分 )

活 動 区 域 の 区 分

2以上の都道府県の医域等 日 同 ユの都道府県υ)区域内

2主 た る事 務所 の所 在 地 長崎県長崎市万才町27

松本ビル301号

(姓 )

森崎

4会 計 責 任 者 の 氏 名
(姓 )

井手

3代 表 者 の 氏 名
(名 )

正幸

(名 )

雅康

事 務 担 l当 者 の 氏 名

(lえ1)

柴山

(名 )

史織

(電話)  095-832-6061

(電話)

(電話 )

資金管lT団体の指定の期間

か ら

まで

(※複数の期間がある場合2つ め以降の期間)

国会議員関係政治団体に関する
特例 lノ ′適用期間

か ら

まで

(/捷数の期間がある場合 !つ め以降の阿I間 )

政 治 圧1体 の lア、
‐

分

党

部

体

政

政

政

□

□

□

党

治  資

支

金  団

し
′
)

□ 政治資 金規 正法 第 18条 の 2第 1項
の 規 定 に よ る 政 治 卜1体

日 そ tl,他 の 政 治 団 体

□ そ の 他 の 政 治 lヽ
ll体 の 支 謝

`

資金管理団体の指定の有無

υ

有

無

職

□

日

公 種 類

(現職・候補詩の別)

資金管理 団体 の 届
出 を した 者の氏 名

(姓 ) (名 )

田会議員関係政治団体ブ)区分

□ 政治資金規 正法第 19条 の 7第 1項

第 1号 に係る国会議員関係政治卜1体

日 政治資 金規正法 第 19条 υ)7第 1項

第 2号 に係る同会議員関係政治「ヽ「1体

公 職 の 候 補 者 叫 ) (名 )

の  氏   名 古賀   友一郎

公 職 ヴ)イrT, 類 参議院議員
(現賊・候椰,詣の別)(現職 )

公 職 の 候 補 者 (畑i) (名 )

の 氏 名 (2人 H)

公 職 の 種 類

(現職・候補許の別)

公 職 の 候 狩i者 (々 'に , (伽 )

の氏 角 (3人 口 )

公 職 の 不rTa類

(現 ll l完 ・航柿音tl別 )

―〔

'!も

,28



(そ の 2)

1 収支の総括表

2 収入項 目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

0

0

金  額

員  数 (党費又は会費を納入した人の数)

収 支 の 状 況

161, 349
101 349
60 000

Ｒ
Ｕ

贋
Ｊ

贋
Ｊ

∩
υ

廣
Ｊ

104,754

収 入 総 額

(前 年 か ら の 繰 越 額 )

(本 年 の 収 入 額 )

支 出 総 額

翌 年 へ の 繰 越 額

(2)寄 附

備 考金 額

0

0

0

60,000
60,000

0

0

60,000

ア 寄附 (イ を除く。)の 区分

lアl個 人 か ら の 寄 附

(う ち 特 定 寄 附 )

何)法人その他の団体からの寄附

け)政 治 団 体 か ら の 寄 附

小 計   (ア)+ 何)+ (ウ l

(寄附のうち寄附のあっせんによるもの)

イ 政 党 匿 名 寄 附

合 計   (ア  + イ )

2



(その 7)

3.政治団然

備  考
職業 (団 体にあっては、代

表哲の氏名)

古賀 友 ネ郎

寄附者の区分

住デ1)T(団 体にあっては、主たる事務所の,舟在
llll)

長崎県長崎市万才町2-7-301

(D寄 附 の 内 訳

年 月 日

R5/6/23

金 額

60,000

60,000

0

60,000

寄附者の氏名
(団体にあっては、その名称)

長崎政策研究会

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 寄 附

△
回 計

行番号

l

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 2

13

14

1 5

ク



その 13)

3 支出項 目別金額の内訳

(1)支 出 の 総 括 表

備 考

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

金 額

0

0

0
食
Ｕ

贋
Ｊ

Ｆ
Ｊ

∩
υ

医
Ｊ

食
Ｕ

贋
Ｊ

贋
Ｊ

∩
υ

贋
Ｊ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 6 5 9 5

項 日

1経

(1)人

常 経 費

費件

(2)光 熱 水 費

(3)備 品 。 消 耗 品 費

佃)事 務 所 費

′lヽ
■́
日

組

政

―

９
， 治 活 動

動

費

費織 活

(2)選 挙 関 係 費

(3)機関紙誌の発行その他の事業費

但)調 査 研 究 費

(5)寄  附 交  付  金

(6)そ の 他 の 経 費

′!ヽ 計

〈
日 計

十



(その 1り

4.事務所費

備 考
支出を受けた者の住所 (団体にあっては、主た

る事務所の所在地 )

長崎市麹屋町卜6 手塚 ビル2F

項  目  別  区  分

支出を受けた者の氏名
(団体にあっては、その名称)

公認会計士手塚堅太郎事務所

年 月 日

R5/6/23

(2)経常経費 (人 件費を除く。)の内訳

金 額

55,000

55,000
戻
Ｊ

∩
υ

区
Ｊ

56,595

支 出 の 目 的

監査報酬

こ の 買 の 小 計

そ の 他 の 支 出

八
日 計

行番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I 2

13

14

15

ゲ



資 産 等 の 状 況(そ の 17)

1 資産等の総括表

資 産 等 の 有 無

備 考径

日

日

日

日

有

回

回

□

□

資 産 等 の 項 目 別 区 分

ア  上 地

イ 建 毯

ウ 生勉2互生二旦豊上立全赳⊥処丞 lま上赳⊇重仕拒

エ ユ 金 色 但 毯 n100ニ トと生 量 な 全 重ナす産

オ
重 全 (萱 通 亜 全 盈 び 当 座 重 全 と 盗 【止 2

丞 佐 壁 全 【 萱 通 壁 全 と 盗 (虹 と

力  金 鐘 仁 誕

キ  生 赳 征 迭

ク 世 量 L± 全 粧 不
‐
ll

ケ 食生亀」上 (′)鐘 重δ型 乃
‐
旦生通な登豊旦企

コ 童 送 迎 生 と 全 伍 n loo堕■・ l生 避 盈 童 数 全

サ
取得の価額が100万 円を超える施設の利用に関する権

ボll

ン 世災史正 上 Qゑ直 n loo二 旦生坦 え 全仕 災全

子
１
し



圭
日

と旦
抵
中

(その20)

添付書類 (別添のとお り)

1 領収書等の写 し

2 監査意見書 (政党及び政治資金団体に限る。)

3 政治資金監査報告書 (国会議員関係政治団体に限る。 )

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

令和5年 5月  22回

政 治 団体 の 名 称  古賀友一郎後援会

会計責任者の氏名  井手 雅康

代 表 者 の 氏 名  (代表者については解散時のみI記入すること)

q



政治資金監査報告書

古賀友一郎後援会
代表 森崎 正幸 殿

登録政治資金監査人

登  録  番  号

研 修 修 了 年 月 日

令和 6年 5月 22日

第  1374 号

平成 21年 7月 10日

な場彩尽紗

1 監査の概要

(1)私は、政治資金規正法 (以下 「法」という。)第 19条の 13第 1項の規定に基づ

き、古賀友一郎後援会の令和 5年に係る法第 12条第 1項に規定する収支報告書の

すべての期間を紺象として、当該収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、

明細書、領収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明

細書に係る支出目的書 (支出の目的が記載された振込明細書の写しを含む。以下同
じ。)について、支出に関する政治資金監査を行つた。

(2)こ の政治資金監査は、法第 19条の 13第 2項に定めるところにより政治資金適正

化委員会が定める 「政治資金監査に関する具体的な指針」 (以下「政治資金監査マ
ニュアル」という。)に基づき行った。

(3)私の責任は、外部性を有する第二者 として、国会議員関係政治団体の会計責任者
の作成又は徴取した収支報告書並びに当該収支報告書に係る会計帳簿、明細書、領

収書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る

支出目的書について、政治資金監査マニュアルに基づき政治資金監査を行った結果
を報告することにある。

(4)こ の政治資金監査は、古賀友一郎後援会の主たる事務所において行った。

2 監査の結果

私が実施 した政治資金監査の結果は、以下のとお りである。

(1)法第 19条の 13第 2項第 1号に規定する事項について、会計帳簿、明細書、領収

書等、領収書等を徴 し難かつた支出の明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支

出目的書が保存されていた。

(2)法第 19条の 13第 2項第 2号に規定する事項について、会計帳簿には、当該国会

議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載され、かつ、当該国会議

員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていた。

(3)法第 19条の 13第 2項第 3号に規定する事項について、法第 12条第 1項に規定

する収支報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の

明細書、振込明細書及び振込明細書に係る支出目的書に基づいて支出の状況が表示

されていた。

(4)法第 19条の 13第 2項第 4号に規定する事項について、領収書等を徴 し難かった

支出の明細書及び振込明細書に係る支出目的書は、会計帳簿に基づいて記載されて
いた。

業務制限

古賀友一郎後援会 と私との間には、法第 19条の 13第 5項の規定に違反する事実

はない。

また、古賀友一郎後援会と政治資金監査の業務を補助 した使用人その他の従業者
との間においても、同様である。

以  上
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